
平
成
十
八
年
十
二
月
六
日
提
出

質

問

第

二

〇

九

号

刑
事
施
設
（
東
京
拘
置
所
）
被
収
容
者
の
給
養
水
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

保

坂

展

人
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刑
事
施
設
（
東
京
拘
置
所
）
被
収
容
者
の
給
養
水
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

標
記
に
係
る
内
閣
の
平
成
十
八
年
六
月
二
十
二
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
五
三
号
）
に
要
領
を
得
な
い
点
が
あ

る
た
め
、
再
度
質
問
を
す
る
。

一

先
の
質
問
事
項
一
に
関
す
る
答
弁
に
お
い
て
、
被
収
容
者
に
対
す
る
給
養
に
係
る
光
熱
水
料
及
び
燃
料
費
に
つ
い
て
は
、

「
区
分
し
て
経
理
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
歳
出
額
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
法
務
省
が
広
報

用
に
作
成
し
た
「
被
収
容
者
一
人
一
日
当
り
の
収
容
費
の
使
途
別
内
訳
（
平
成
一
七
年
度
予
算
）
」
と
題
す
る
文
書
（
以
下

「
広
報
文
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
刑
事
施
設
を
刑
務
所
、
少
年
院
及
び
少
年
鑑
別
所
に
大
別
し
た
場
合
の
「
刑
務

所
」
に
お
け
る
被
収
容
者
一
人
一
日
当
り
の
収
容
費
は
千
百
五
十
九
円
で
、
そ
の
使
途
別
内
訳
は
、
食
糧
費
五
百
二
十
二

円
、
被
服
費
三
十
六
円
、
光
熱
水
料
二
百
五
十
四
円
、
燃
料
費
五
十
三
円
、
旅
費
四
十
二
円
、
備
品
消
耗
資
材
費
百
六
十
六

円
、
教
育
経
費
十
三
円
、
医
療
費
百
二
円
、
賞
与
金
六
十
八
円
、
そ
の
他
三
円
と
さ
れ
て
い
る
。

�

広
報
文
書
に
い
う
「
刑
務
所
」
は
拘
置
所
を
含
み
、
右
の
各
数
字
は
、
拘
置
所
の
被
収
容
者
に
係
る
収
容
費
も
含
む
予

算
額
を
使
途
別
に
平
均
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

前
記
の
答
弁
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
右
の
「
光
熱
水
料
二
百
五
十
四
円
」
と
「
燃
料
費
五
十
三
円
」
に
は
、
被
収
容
者

一



の
生
活
費
と
し
て
評
価
し
え
な
い
支
出
も
相
当
程
度
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

平
成
十
六
年
度
に
東
京
拘
置
所
が
支
出
し
た
歳
出
額
に
お
け
る
光
熱
水
料
の
単
価
（
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
り
の
電
気
料

金
及
び
一
立
方
メ
ー
ト
ル
当
り
の
水
道
料
金
）
は
い
く
ら
か
。

�

広
報
文
書
の
記
載
内
容
を
前
提
と
す
る
と
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
東
京
拘
置
所
の
被
収
容
者
一
人
一
日
当
り
の
給

養
水
準
は
、
答
弁
書
で
示
さ
れ
た
食
糧
費
四
百
九
十
四
円
、
被
服
費
十
五
円
、
備
品
消
耗
資
材
費
二
十
八
円
に
右
の
光
熱

水
料
二
百
五
十
四
円
、
燃
料
費
五
十
三
円
及
び
そ
の
他
三
円
を
加
え
た
額
で
あ
る
八
百
四
十
七
円
を
大
き
く
上
回
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
下
回
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

二

先
の
質
問
事
項
二
に
関
す
る
答
弁
に
よ
る
と
、
東
京
拘
置
所
の
平
均
的
収
容
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
四
十
歳
の
男
性
が
葛

飾
区
内
の
居
宅
に
お
い
て
単
身
で
生
活
を
営
む
場
合
に
、
生
活
保
護
法
が
保
障
す
る
最
低
生
活
の
消
費
水
準
は
平
成
十
六
年

度
に
お
い
て
年
額
で
百
三
万
四
百
三
十
円
、
一
日
当
り
二
千
八
百
二
十
三
円
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
前
項
�
に
お
け
る
分
析

を
前
提
と
す
る
場
合
、
国
が
東
京
拘
置
所
の
被
収
容
者
に
対
し
、
保
障
し
て
い
る
最
低
生
活
の
水
準
と
の
間
に
は
、
年
額
で

七
十
二
万
円
強
、
一
日
当
り
で
千
九
百
七
十
六
円
程
度
の
格
差
が
存
在
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
国
は
東
京
拘
置
所
の
被
収

容
者
に
対
し
て
は
、
生
活
保
護
法
が
定
め
る
最
低
生
活
の
水
準
の
三
十
％
程
度
し
か
、
そ
の
生
活
水
準
を
保
障
し
て
い
な

二



い
。

�

か
か
る
格
差
の
存
在
は
、
刑
事
施
設
内
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
国
民
に
対
し
て
も
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
」
を
保
障
し
て
い
る
憲
法
二
十
五
条
と
、
社
会
的
身
分
に
よ
る
差
別
を
禁
じ
法
の
下
の
平
等
を
保

障
し
て
い
る
憲
法
十
四
条
に
抵
触
す
る
疑
い
が
あ
る
が
、
政
府
は
、
右
の
よ
う
な
一
〇
対
三
程
度
の
格
差
が
存
在
す
る
こ

と
自
体
は
認
め
る
の
か
否
か
。

�

格
差
は
存
在
す
る
が
両
者
の
差
は
も
っ
と
小
さ
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
が
認
識
し
て
い
る
格
差
は
ど
の
程
度

の
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

格
差
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
収
容
者
に
保
障
さ
れ
て
い
る
現
行
の
生
活
水
準
は
「
適
切
な
生
活
水
準
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
格
差
の
存
在
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
は
何
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

�

拘
置
所
が
支
出
し
て
い
る
金
額
は
生
活
扶
助
の
水
準
の
三
十
％
程
度
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
予
算
を
用
い
て
拘
置
所
が
被

収
容
者
に
給
付
し
て
い
る
生
活
資
料
の
質
及
び
量
は
、
一
般
社
会
に
お
い
て
要
保
護
者
が
生
活
扶
助
費
を
用
い
て
入
手
す

る
こ
と
が
で
き
る
生
活
資
料
の
質
及
び
量
と
同
等
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
同
等
性
を
裏
付
け
る
根

三



拠
と
な
る
事
実
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

先
の
質
問
事
項
三
に
関
連
す
る
再
質
問

�

憲
法
二
十
五
条
が
定
め
る
通
り
、
「
す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
」

の
で
あ
る
が
、
政
府
は
、
国
民
一
般
に
対
し
保
障
さ
れ
る
べ
き
最
低
生
活
の
水
準
と
、
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
刑

事
被
告
人
、
死
刑
確
定
者
及
び
受
刑
者
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
保
障
さ
れ
る
べ
き
最
低
生
活
の
水
準
と
は
す
べ
て
同
一
で
あ
る

と
解
す
る
の
か
（
同
一
説
）
、
そ
れ
と
も
被
収
容
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
か
（
不
同

説
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

政
府
の
立
場
が
前
者
（
同
一
説
）
な
ら
ば
、
前
記
の
一
項
及
び
二
項
で
分
析
し
た
よ
う
な
格
差
の
存
在
と
政
府
の
立
場

と
は
、
い
か
な
る
観
点
に
お
い
て
両
立
可
能
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

現
行
の
給
養
水
準
が
生
活
扶
助
の
水
準
よ
り
も
低
い
場
合
、
所
得
や
資
産
が
な
く
親
族
か
ら
の
経
済
的
援
助
も
な
い
被

収
容
者
は
最
低
生
活
費
の
不
足
額
（
保
護
基
準
と
給
養
費
の
差
額
）
に
つ
い
て
生
活
扶
助
を
申
請
し
、
保
護
金
品
の
給
付

を
受
け
る
こ
と
が
法
律
上
可
能
で
あ
る
か
否
か
。
否
で
あ
る
場
合
、
そ
の
法
律
上
の
理
由
は
何
か
。
そ
れ
ぞ
れ
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

四



�

政
府
の
立
場
が
後
者
（
不
同
説
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
収
容
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
ご
と
の
最
低
生
活
の
基
準
額
を
定
め
る

各
年
度
の
予
算
が
憲
法
二
十
五
条
の
要
請
を
満
た
し
て
い
る
か
否
か
を
、
い
か
な
る
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
判
断
す

る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


